
受験手続に必要な書類② 

学校・養成所に在籍（令和８年３月までに修業又は卒業見込み）し、 
受験を申し込まれる方へ 

１ 受験願書・受験票・写真票（一葉） 

〇受験願書に記載する氏名は、戸籍に記載されている文字を使用する。 

※中長期在留者は、在留カード又は住民票に記載されている文字を使用する。 

※特別永住者は、特別永住者証明書又は住民票に記載されている文字を使用する。 

※短期在留者は、旅券その他の身分を証明する書類に記載されている文字を使用する。 

※※在留カード等に記載されている氏名表記がアルファベットと漢字で併記されている場合は 

どちらかとする。 

  〇受験手数料 

・6,900円分の山口県収入証紙を受験願書に貼付する。 

・山口県収入証紙は、消印しない。 

※「収入印紙」ではありませんので、ご注意ください。 

   ※受験に関する書類を受理した後は、受験手数料の返還はしません。 

２ 写真 

〇出願前６月以内に、脱帽して正面から撮影した縦６㎝、横４㎝のもの。 

〇裏面に撮影年月日、氏名を記載し、写真票に貼り付ける。 

〇写真票に所定の事項を記載して提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 返信用封筒 

〇角形２号のもの。 

〇表面に、返信先（請求者）の「郵便番号」・「住所」・「氏名」を記載する。 

〇620円分の切手を貼付する。 

〇「一般書留」と朱書き表示をする。 

※看護師等学校養成所で取りまとめる場合は、レターパックプラス（赤）でも可。 

４ 次のいずれかに該当する書類 

（１）在籍している看護師等学校養成所の修業（卒業）見込証明書 

（２）在籍している看護師等学校養成所の長が所定の欄に修業（卒業）見込みを証明した受験願書 

（３）看護師等学校養成所が取りまとめて受験願書を提出する場合、当該学校養成所の全受験 

者分を一覧とし、修業（卒業）見込みを証明した書類（様式任意） 

※修業（卒業）見込みを証明する書類を提出した方は、令和８年３月31日（火）午後５時までに修業（卒

業）証明書若しくは修業（卒業）判定証明書を提出（必着）してください。 

期限までに提出がない場合は、当該受験を無効とし、合格証書の交付はしません。 

５ 山口県外に住所を有し、かつ山口県外の学校養成所を修業又は修業（卒業）見込みの方 

山口県内の就業予定施設の長が、就業が内定していることを証明した書類（様式任意） 

次のいずれかの方法で、写真が受験者本人と相違ないことの確認を受けてください。 

① 在籍している看護師等学校養成所で、当該学校養成所の印又は刻印により、写真に割印を

受ける。 

② 受験者本人が事務局において確認を受ける場合は、出願書類及び写真の貼ってある身分証

明書等を提示し、受験者本人の確認を受ける。 

※身分証明書等…運転免許証、学生証、旅券、公的機関の発行した身分証明書等 


